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久留米市子どもの貧困対策推進計画の中間総括 
 

 

１ 久留米市子どもの貧困対策推進計画について 
 

（１）取り組むに至った背景 
 

平成２９年度に実施した「久留米市子どもの生活実態調査」によると、「子

どもの貧困率※」は 14.2％で、７人に１人が相対的貧困の状態にありました。 

相対的貧困は、食べることもままならない生活水準である絶対的貧困とは違

い、その時代の社会において、多くの人が当たり前と思っているような生活を

送ることが出来ない状況であり、外からは見えにくく、身近に起きている問題

としてとらえにくいとされています。しかし、相対的貧困の状態にあると経済

的困窮を背景に教育や体験の機会が制限され、地域や社会から孤立し、様々な

面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります。 

また、貧困家庭に育った子どもが、大人になり「貧困の連鎖」に陥り、再び

貧困家庭をつくってしまう危険性が高い状況があります。こうしたことから、

この「貧困の連鎖」を断ち切り、地域社会から「子どもの貧困」を減らしてい

くことが重要である認識のもと、令和２年度に「久留米市子どもの貧困対策推

進計画」を策定し、取り組むこととしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）貧困の影響 

 

貧困がもたらす子どもへの影響として、経済的困窮が、子どもの生活、学習、

体験機会、意欲や自己肯定感、社会的つながりなどに影響を及ぼすことがみら

れます。また、生活環境、読書や体験活動、近所づきあいなどと、子どもの意

欲や自己肯定感には相関関係がみられます。 

こうしたことから、子どもの生活環境の改善、体験機会の増加、地域での関

わりの増加などが、子どものやり抜く力や頑張ろうという意欲につながり、学

習面での課題の克服、自己肯定感の向上につながる可能性があります。 

資料 ３  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施策の体系（関係図） 
 

本市では、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や「子供の貧困対策に

関する大綱」の趣旨を踏まえ、国が示す「教育の支援」、「生活の安定に資する

ための支援」、「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支

援」、「経済的支援」の４つの重点施策と「支援や制度を必要とする人につなぐ

取組」を総合的に進めてきました。 
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２ 久留米市の状況 

 

（１）生活困難世帯の状況 
 

平成２９年度及び令和６年度に実施した「久留米市子どもの生活実態調査」

の結果を比較して見えてくる生活実態の状況は次のとおりです。 

※ 令和６年度は速報値 
 

【生活困難世帯を示す３つの票素】 

項目 H29 R6 

①低所得 

※国の貧困線（122万円）を下回る世帯 
14.2% 11.4% 

②家計のひっ迫 

※経済的な理由で「食費を切りつめた」「新しい衣服や靴を買うのを減らした」

などの経験が６項目以上該当する世帯 

7.7% 5.9% 

③子どもの体験や所有物の欠如 

※経済的な理由で子どもを「旅行やレジャーに連れていくことができなかっ

た」「学習塾や習い事に通わせることができなかった」などの経験が３項目以

上該当する世帯 

9.5% 10.0% 

※久留米市独自の指標として、「生活困難世帯」を３つの要素で分類 

 

【生活困難世帯の割合】 

  H29 R6 

生活困難層 困窮層＋周辺層 22.1% 19.4% 

 

困窮層 ①②③のうち、２つ以上の要素に該当 7.5% 6.3% 

周辺層 ①②③のうち、いずれか１つの要素に該当 14.6% 13.1% 

一般層 いずれの要素にも該当しない 77.9% 80.6% 

 
【世帯区分ごとの生活困難世帯の割合】  

世帯区分 
生活困難世帯 

一般層 
困窮層 周辺層 計 

 H29 R6 H29 R6 H29 R6 H29 R6 

全体 7.5% 6.3% 14.6% 13.1% 22.1% 19.4% 77.9% 80.6% 

ふたり親世帯 5.2% 4.0% 12.2% 10.9% 17.4% 14.9% 82.6% 85.2% 

母子世帯 25.4% 23.2% 30.9% 28.9% 56.3% 52.1% 43.8% 47.9% 

父子世帯 9.7% 16.7% 12.9% 18.8% 22.6% 35.5% 77.4% 64.6% 
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（２）子どもの貧困対策に関する指標 
 

  子どもの貧困対策を進めるにあたり、実効性や施策効果を確認するため、９

つの指標を設定しています。指標のうち、直近の実績値で４つが目標に到達し

ていますが、残り５つは到達していません。 
 

 

No 
指標 [出典] 計画掲載値 目標 直近の実績値 

達成 

状況 

１ 

生活困難世帯の割合 

[久留米市子どもの生活実態

調査] 

22.1％ 

（平成29年度） 
↓ 

19.4％ 

（令和6年度） 
○ 

２ 

毎日朝食を食べる子どもの割

合 

[久留米市子どもの生活実態

調査] 

全体92.6％ 

生活困難世帯

88.4％ 

（平成29年度） 

↑ 

全体90.4％ 

生活困難世帯

85.0％ 

（令和6年度） 

× 

３ 

ひとり親家庭の親の正規の職

員・従業員の割合[久留米市

ひとり親家庭実態調査] 

母子世帯49.7％ 

父子世帯74.7％ 

（平成28年度） 

↑ 

母子世帯51.3％ 

父子世帯72.9％ 

（令和3年度） 

× 

４ 

自分にはよいところがあると

思う児童生徒の割合 

[全国学力・学習状況調査

（国）] 

小学6年生

77.4％ 

中学3年生

67.8％ 

（令和元年度） 

↑ 

小学6年生

77.1％ 

中学3年生

79.4％ 

（令和5年度） 

× 

５ 

生活保護世帯に属する子ども

の進学率（高等学校等・大学

等） 

[件数把握] 

高等学校等

95.2％ 

大学等30.9％ 

（平成30年度） 

↑ 

高等学校等

95.3％ 

大学等45.8％ 

（令和5年度） 

○ 

６ 

困っていることについての相

談者がいない又は相談しなか

った保護者の割合 

[久留米市子どもの生活実態

調査] 

18.2％ 

（平成29年度） 
↓ 

19.4％ 

（令和6年度） 
× 

７ 

近所の人と付き合いがない子

どもの割合 

[久留米市子どもの生活実態

調査] 

12.1％ 

（平成29年度） 
↓ 

13.1％ 

（令和6年度） 
× 

８ 
スクールソーシャルワーカー

による支援件数[件数把握] 

163件 

（平成30年度） 
↑ 

249件 

（令和4年度） 
○ 

９ 
生活自立支援センターの相談

支援件数[件数把握] 

1,020件 

（平成30年度） 
→ 

1,122件 

（令和5年度） 
○ 
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３ 総合的な取組等の状況（令和２～５年度） 

 

（１）教育の支援 
 

 ①プラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築 

  スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの体制を強化するこ

とにより、貧困など困りごとを抱えた児童生徒の早期発見・早期対応や相談し

やすい環境づくりに努めました。 

  また、生活環境や背景が厳しいかどうかに関わらず、全ての児童生徒の学び

に向かう力の育成や学力保障と向上に向けた取組について指導・助言を得え

ながら進めてきました。 
 

  [新たな取組] 

  ・スクールソーシャルワーカー拠点校配置（モデル事業）【Ｒ３～】 

  ・特色ある教育実践指定事業を実施【Ｒ４～】 

 

 ②教育費負担の軽減 

  経済的な理由により、学校で必要な費用の負担が厳しい保護者に対し、給食

費、学用品費などの一部支給や災害共済給付制度の掛金免除など、保護者の教

育に係る経済的負担の軽減に取り組みました。 

 

 ③地域における学習支援等 

  児童・生徒がいる生活困窮世帯への家庭環境改善支援や社会的居場所での

学習支援を実施するとともに、生活体験や社会体験等の取組(土曜塾)を継続

して支援しました。 

 

（２）生活の安定に資するための支援 

 

 ①保護者の妊娠・出産、子どもの乳幼児期における支援 

  生活に困窮している世帯かどうかに関わらず、妊娠・出産に関する様々な負

担を軽減するため、医療・保健・福祉の観点から取組を進めました。 

 

  [新たな取組] 

  ・多胎妊婦の妊婦健康診査回数の上乗せ【Ｒ３～】 

  ・妊婦健康診査の超音波検査の拡充【Ｒ４～】 

  ・円滑な支援につなげるための育児用品等の配布【Ｒ３～】 

  ・産後ケア事業の拡充（利用期間や負担額の見直し）【Ｒ２～】 

  ・多胎妊産婦マイサポーター事業の実施【Ｒ５～】 

  ・非課税世帯等の妊婦への初回産科受診料の支援【Ｒ５～】 

 

 ②保護者の生活支援 

  生活に係る経済的な負担を軽減するとともに、相談体制を拡充するなど、生

活困窮世帯のみならず子育て世帯を包括的に支援する取組を進めました。 
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  [新たな取組] 

  ・生活困窮世帯に対する相談体制の拡充（支援員の増員）【Ｒ４～】 

  ・病児保育利用料の無償化【Ｒ５～】 

  ・子育て短期支援事業の拡充（親子入所等支援の開始）【Ｒ５～】 

 

 ③子どもの生活支援 

  子ども達が自身の困りごとなどについて相談し、周りの大人が受け止める

ことができるよう啓発に取り組むとともに、様々な形態で、子ども達の居場所

が確保できるよう取組を進めました。 

 

  [新たな取組] 

  ・ひとり親家庭等の子どもの育み支援事業（全市域に拡充）【Ｒ４～】 

  ・子どものＳＯＳの出し方教育（全市立中学・高校へ拡充）【Ｒ３～】 

  ・子どもの権利等啓発事業（全市立小学校等で開始）【Ｒ３～】 

  ・ひとり親家庭等への養育費の取り決めに関するセミナーや個別相談会 

【Ｒ４～】 

  ・子ども食堂に関する補助金の拡充【Ｒ４～】 

 

 ④住宅に関する支援 

  離職等により住居を喪失するおそれがある方への就労自立を目的とした家

賃補助を行うとともに、市営住宅の募集において子育て世帯等について別枠

で募集を行うなど、生活に困窮する子育て世帯に対して継続して支援しまし

た。 

 

（３）保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援 

 

 ①保護者の就労支援 

  母子家庭等の就職が困難な方を雇用した事業主に対する奨励金に継続して

取り組むとともに、ひとり親家庭の保護者の就労支援や養育費確保のための

相談支援、子育て中の方などを対象とした個別の就労相談など、相談しやすい

体制整備に努めました。 

 

  [新たな取組] 

  ・ひとり親サポートセンターの相談体制の拡充（養育費相談、ＬＩＮＥ相談） 

【Ｒ４～、Ｒ５～】 

 

 ②保護者の学び支援 

  ひとり親家庭の保護者の資格取得を支援することで、より良い条件での就

労が実現できるよう取組を進めました。 

 

  [新たな取組] 

  ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の拡充（対象資格拡大）【Ｒ３～５】 

  ・自立支援教育訓練給付金の拡充（指定教育訓練講座の上限額引上げ） 
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【Ｒ４～】 

  ・ひとり親家庭高卒認定試験合格支援給付金の拡充（受講開始時の追加、支

給割合引上げ、上限額引上げ）【Ｒ４～、Ｒ５～】 

 

（４）経済的支援 

 

 ①各種手当の支援 

  児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を必要な家庭に適切に支給する

とともに、コロナ禍で実施された臨時特別給付金等を確実に支給することで、

生活困難世帯の経済的支援を継続的に行いました。 

 

 ②教育費負担の軽減 

  （１）②の再掲のため省略 

 

 ③その他の経済的支援 

  生活困窮世帯を含む子育て世帯を対象として、医療費の自己負担の軽減や

ひとり親家庭向けの貸付金制度の拡充など、支援制度の充実に努めました。 

 

  [新たな取組] 

  ・子ども医療費助成の拡充（中学生の入院に係る自己負担限度額の引き下げ、

未就学児の通院・入院と小学生の入院に係る自己負担の無償化） 

【Ｒ３～、Ｒ５～】 

  ・重度障害者医療費助成の拡充（小中学生の入院に係る自己負担の無償化）

【Ｒ５～】 

  ・ひとり親家庭等医療費助成の拡充（小中学生の入院に係る自己負担の無償

化）【Ｒ５～】 

  ・母子父子寡婦福祉資金貸付制度の拡充（貸付限度額引き上げ、家計急変者

の枠の新設）【Ｒ２～、Ｒ５～】 

 

（５）支援・制度につなぐ取組 

   

コロナ禍において対面での会議や研修を実施することが困難な時期もあり

ましたが、子ども食堂実施団体同士の意見交換会、子どもの理解を深めるため、

子どもの権利に関しての研修、校区子育てサロン運営団体を対象とした講座を

開催するなど、実施方法に工夫を凝らしながら、継続的に取組を進めました。 

  また、子どもや子育て家庭が利用できる制度やサービスを網羅した「子ども

支援ガイドブック」を作成し、民生委員・児童委員などの支援者に配布しまし

た。 

 

（６）重点取組について 

 

 ①子どもの生活環境を改善する 

  スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの体制強化、生活困

窮世帯に対する相談体制の拡充、子ども食堂に関する補助金の拡充やひとり
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親サポートセンターの相談体制の拡充などの新たな取組を行いました。 

こうした取組により、子どもとその家庭の困りごとの解決、保護者の就労状

況の改善、子ども達の生活習慣を学ぶ機会の提供に努めました。 

 

 ②子どもの意欲や自己肯定感を高める 

  生活困窮世帯等の子どもを対象とした学習支援の場の提供を継続して行う

とともに、子どものＳＯＳの出し方教育などでの子ども権利を学ぶ場の提供

を行い、子ども達のエンパワメントに努めました。 

 

 ③子ども・子育て世帯の孤立を防ぐ 

  円滑な支援につなげるための育児用品等の配布や、校区の民生委員等と連

携して子ども食堂の運営などを行い、コロナ禍において人と人が接触するこ

とが難しい中においても、困りごとを抱える当事者も通うことができる地域

の居場所づくりに努めました。 

 

 ④子どもの未来を支え合う体制を構築する 

  子ども食堂実施団体同士の意見交換会、校区子育てサロン運営団体を対象

とした講座を開催するなど、コロナ禍においても実施方法に工夫を凝らしな

がら、支援活動を行う団体や関係機関が連携するきっかけとなる場づくり取

組を進めました。 

  また、子どもや子育て家庭が利用できる制度やサービスを網羅した「子ども

支援ガイドブック」を作成し、民生委員・児童委員などの支援者に配布しまし

た。 

 

４ 今後の課題と取組の方向性 

 

（１）教育の支援 

 

  スクールソーシャルワーカーの体制強化や生活困窮世帯への家庭環境改善

支援、子どもの学習・生活支援などの取組により、スクールソーシャルワーカ

ーによる支援件数や生活保護世帯に属する子どもの高等学校・大学等への進

学率の直近の実績値は改善しています。一方、子どもの様々な体験活動の機会

の提供するための仕組みづくりはコロナ禍の影響もあり進んでいません。 

  今後は、既存の取組を継続していきながら、体験活動の機会提供の仕組みづ

くりの検討を進め、更なる教育の支援について取り組んでいきます。 

 

 

（２）生活の安定に資するための支援 

 

  妊娠・出産に係る受診料等の支援や、病児保育利用料の無償化、ひとり親家

庭への支援の充実などに取り組んだ結果、生活困難世帯の割合は減少し、家計

がひっ迫している状態にある世帯の割合も減少しております。 

  今後も、子どもや子育て家庭が置かれている状態に応じて、必要な支援策等

を検討し、生活困難世帯の生活の安定に資する取組を行っていきます。 
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（３）保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援 

 

  これまでの就労や資格取得の支援を拡充しながら継続して取り組んだ結果、

コロナ禍を経ても、ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合は、悪化す

ることなく、概ね横ばいとなっています。一方で、母子世帯においては、依然

として低い状況が続いています。 

  就労や資格取得の支援に引き続き取り組みながら、子育てのために短時間

勤務や非正規雇用で働く、ひとり親がいる現状を踏まえて、子育て支援サービ

スの更なる充実に取り組む必要があります。 

 

（４）経済的支援 

 

  生活困難世帯の割合は減少し、家計がひっ迫している状態にある世帯の割

合も減少しています。一方で、子どもの体験や所有物の欠如を経験した子ども

の割合は増えています。 

  経済的な負担は、やや軽減しているものの、物価高騰の状況は続いています

ので、引き続き子育て世帯の経済的負担軽減に取り組んでいきます。 

 

（５）支援・制度につなぐ取組 

 

  平成２９年度と令和６年度を比較すると、困っていることについての相談

者がいない、又は相談しなかった保護者の割合や近所の人と付き合いがない

子どもの割合は、やや増えています。これは、コロナ禍により子育て世帯の孤

立が進んでいるのではないかと推測されます。 

  こうしたことからも、支援・制度につなぐために、孤立している子育て世帯

の地域における居場所をしっかりと確保する取組を進めていきます。 

 

（６）重点取組について 

 

  子どもの生活環境の改善の取組は一定進んではきましたが、コロナ禍もあ

って、子どもの意欲や自己肯定感を高める取組、子育て世帯の孤立を防ぐ取組

や地域での支え合いや信頼関係の構築などの取組は思うように進んでいませ

ん。 

  こうしたことを踏まえて、文化芸術・スポーツなどの体験の機会提供、行政

や地域・民間団体と連携した相談支援の体制づくりや困りごとを抱える家庭

の保護者などの当事者同士がつながる場所の提供などに、引き続き取り組ん

でいきます。 


